
1 

 
移動支援・地域活動支援の請求について 

 
１．請求の根拠として作成し事業所で保管する書類 
（１）請求書 
（２）明細書 
（３）実績記録票の写し(※1) 
（４）利用者負担額管理表の写し 【負担上限月額が 0 円の場合は不要】 
（５）契約内容報告書（※2） 【新規契約時・契約変更時・契約終了時に作成】 
 
（※１）実績記録票は、以下のいずれかの方法で作成、保存してください。 

ア) 事業者システムで印字したものにサービス提供者名・利用者確認があるもの 
  (利用者負担額を見え消し修正する) 

イ) 事業者システムで印字したもの、及び手書きのものにサービス提供者名・利用 
者確認があるもののセット (印字したものは利用者負担額の見え消し修正は不要) 

 
（※２） 契約内容報告書は、受給者証の事業者記入欄別冊に記入の上作成してください。契約内

容報告書に記載する欄番号と事業者記入欄別冊で契約内容を記入した欄番号が同じになるよう

留意してください。 
 

実績記録票等の各様式はウェルネットなごやに掲載しています。 
＜各様式掲載場所＞ 
https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/wel/provider/specification/seikyuyoushikiR7.html 

 
２．請求方法 
（１）名古屋市事業者システムにて、提供実績に基づき請求データ（上記 １（１）～（３）、（５）

の CSV データ）を作成します。事業者システムはウェルネットなごやからダウンロードしてくだ

さい。 
＜事業者システム掲載場所＞ 

https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/wel/provider/specification/claim_softwarer7.html 
 
（２）上限額が０円ではない利用者について、「利用者負担額管理表」を切り離した事業所は、管

理表をスキャナで取り込んだ画像データや、スマートフォンなどで撮影した画像を用意します。 
 
（３）（１）及び（２）のデータを、名古屋市電子申請サービスにて送信します。 

ウェルネットなごやの以下のページに、フォームのＵＲＬ、請求マニュアルを掲載しております

のでご確認ください。 
 

ウェルネットなごや 

事業者の方へ→障害福祉サービス等の事業者指定・登録・請求事務→請求事務について 
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 なお、移動支援・地域活動支援給付費の請求を事業所としてはじめて行う場合は、正しい請求を

ご理解いただくことを目的として、初回請求時のみオンラインでの請求データ送信に併せて、１

（１）～（５）の書類（受給者番号順に並べる）及び口座振替申込書（必要な場合は請求・領収に 
関する委任状）の郵送での提出が必要です。郵送での提出期限は毎月１２日まで（当日消印有効）

となりますのでご注意ください。 
 
※ 郵送で提出する書類の並べ方 

以下のように並べます。クリップやホチキス等は使用しないでください。 
 
 
   ①     ①請求書 
 
 

②      
         ②明細書（受給者番号順） 
 
 
          ③実績記録票の写し（受給者番号順） 
   ③      (1)※1 イ)の場合は、印字・手書きの写しの順の 
          セットを受給者番号順に 
 
 
【以下の書類は該当する場合のみご提出ください】 
 
    ④          ④利用者負担額管理票の写し（受給者番号順） 
                  
 
 
 
    ⑤      ⑤契約内容報告書（受給者番号順） 
 
 

※口座振替申込書及び委任状の掲載場所 

ウェルネットなごや 

事業者の方へ→障害福祉サービス等の事業者指定・登録・請求事務→請求事務について 

→令和７年４月〜提供分 様式等ダウンロード 

   
４．受付期間 
  毎月 1 日～15 日 
  ※初めて請求する場合の郵送での請求書類提出については、毎月１２日まで（当日消印有効） 
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５．連絡先 

 健康福祉局障害福祉部障害者支援課認定支払担当 
 TEL：052-972-2602 




















